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諮問庁：外務大臣 

諮問日：平成３０年２月１日（平成３０年（行情）諮問第５４号） 

答申日：平成３１年２月２０日（平成３０年度（行情）答申第４２７号） 

事件名：特定文書に記載の「我が方政府部内において国際平和協力の今後の進

め方について検討」に関して行政文書ファイルにつづられた文書の

一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙１に掲げる１２８文書（以下「本件対象文書」という。）につき，

その一部を不開示とした決定について，諮問庁がなお不開示とすべきとし

ている部分は，不開示とすることが妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２８年４月１３日付け情報公開第

００７３６号により外務大臣（以下「外務大臣」，「処分庁」又は「諮問

庁」という。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）につい

て，その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

記録された内容を精査し，支障が生じない部分については開示すべきで

ある。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 理由説明書 

（１）経緯 

外務省は，審査請求人が法３条の規定に基づき，平成２８年３月１３

日付けで行った開示請求「『我が方政府部内において国際平和協力の今

後の進め方について検討』（出典：『２０１５－００１４９－００３０

－ＩＭＧ』２枚目）に関して行政文書ファイルに綴られている文書の全

て。」に対し，文書１３１件を対象文書として特定の上，３件を開示，

１２８件を部分開示とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，平成１８年４月２０日付けで，一部に対

する不開示決定の取消しを求める旨の審査請求を行った。 

（２）本件対象文書について 

本件不服申立ての対象となる文書は，原決定において部分開示とされ

た，別紙１に記載の１２８文書である。 
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（３）不開示とした部分について 

ア 文書２ないし文書１２９には，現在外務省が使用している電信シス

テムの内部の処理・管理に係る情報が記載されている。これら情報を

公にすることにより，電信システムの暗号化方式の秘密保全に支障が

生じ，国の安全が害されるおそれ，交渉上不利益を被るおそれ，及び

外交事務全般の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため，総番号，

発受信時刻，パターンコード，配布先一覧につき，法５条３号及び６

号に基づき不開示とした。 

イ 文書３（１枚目本文２行目及び３行目），文書４（１枚目本文２行

目及び３行目），文書５（１枚目本文２行目ないし４行目，６行目及

び７行目），文書７，文書９，文書１０（１枚目本文２行目），文書

１１（１枚目本文２行目ないし４行目），文書１４，文書１９，文書

２０（２枚目本文８行目及び９行目，３枚目本文１５行目，４枚目本

文１３行目及び１４行目），文書２２（１枚目本文４行目ないし６行

目），文書２４（１枚目本文２行目ないし５行目），文書２８（１枚

目本文２行目），文書２９（１枚目本文２行目及び３行目），文書３

２（１枚目本文２行目及び３行目，３枚目本文２行目，３行目及び５

行目），文書３４（１枚目本文２行目），文書３５（１枚目本文２行

目），文書３６（１枚目本文２行目），文書３７（１枚目本文３行目

ないし５行目），文書３８（１枚目本文２行目），文書３９（１枚目

本文２行目ないし５行目），文書４０（１枚目本文４行目），文書４

１（１枚目本文２行目左から１箇所目及び２箇所目ならびに６行目），

文書４４，文書４５（１枚目本文２行目），文書４６（１枚目本文２

行目及び３行目），文書４８（１枚目本文３行目ないし５行目），文

書４９（１枚目本文２行目），文書５１（１枚目本文２行目及び３行

目），文書５２（１枚目本文２行目），文書６０（１枚目本文２行目

ないし５行目），文書６３（１枚目本文２行目及び３行目），文書６

４（１枚目本文２行目），文書６６，文書７３（１枚目本文２行目），

文書７４，文書７５（１枚目本文３行目ないし５行目），文書７７

（１枚目本文２行目及び３行目），文書７８（４枚目１行目及び２行

目），文書８０（３枚目２３行目ないし２５行目），文書８１，文書

８２，文書８３（１枚目本文２行目及び３行目），文書８６（１枚目

本文２行目及び３行目），文書８７，文書８８，文書８９（１枚目本

文２行目及び３行目），文書９０（１枚目本文２行目及び３行目），

文書９１（１枚目本文２行目及び３行目），文書９３（１枚目本文２

行目，７枚目４行目，１１枚目４行目ないし６行目），文書９４，文

書９５（１枚目本文２行目及び３行目），文書９６（１枚目本文２行

目），文書９７（１枚目本文３行目），文書９８（１枚目本文２行目
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及び３行目），文書１０２，文書１０５，文書１０８（１枚目本文２

行目及び３行目），文書１１４（２枚目本文２４行目及び２５行目），

文書１１５（１枚目本文２行目及び３行目），文書１１６（１枚目本

文２行目ないし５行目，１４行目及び１５行目），文書１１７（１枚

目本文２行目ないし４行目），文書１２０（１枚目本文２行目及び３

行目），文書１２１，文書１２２（１枚目本文４行目ないし７行目），

文書１２３（１枚目本文２行目），文書１２４（１枚目本文２行目な

いし４行目），文書１２５（１枚目本文２行目），文書１２６（１枚

目本文２行目及び３行目），文書１２７（１枚目本文２行目及び３行

目）及び文書１２９（１枚目本文３行目）の不開示部分は，個人に関

する情報であって特定の個人を識別できるものであるため，公表慣行

があるものを除き，法５条１号に基づき，不開示とした。 

ウ 文書３（２ないし４枚），文書（1 枚目本文下から６行目ないし４

枚目），文書５（１枚目本文下から 6 行目ないし４枚目，３７枚目及

び３８枚目），文書６，文書１０（２枚目及び３枚目），文書１１（ 

３枚目ないし５枚目），文書１２，文書１３，文書１５ないし文書１

８，文書２０（１枚目本文７行目，２枚目１０ないし２１行目，３枚

目１０ ないし１４行目及び１８行目ないし２０行目，４枚目６行目

ないし１０行目，２２行目及び２３行目，５枚目，６枚目，８枚目な

いし１００枚目），文書２２（３枚目），文書２４（２枚目ないし７

枚目及び９枚目），文書２５ないし文書２７，文書２８（本文５ない

し９行目），文書２９（２枚目ないし４枚目），文書３０，文書３１，

文書３２（１枚目本文６行目ないし１３行目，２枚目，３枚目６行目

ないし２８行目），文書３４（１枚目本文５行目ないし１４行目，２

枚目及び３枚目ないし３１枚目），文書３５（１枚目本文４行目ない

し１２行目及び２枚目），文書３６（１枚目本文６行目ないし３枚目

），文書３７（１枚目本文９行目ないし２枚目），文書３８（１枚目

本文６行目ないし２枚目），文書３９（１枚目本文８行目ないし７枚

目），文書４０（１枚目本文７行目ないし２枚目及び４枚目ないし２

１枚目），文書４１（１枚目本文２行目右から２文字及び３行目ない

し５行目），文書４２，文書４５（１枚目本文７行目ないし３枚目）， 

文書４６（１枚目本文６行目ないし３枚目），文書４７，文書４８（

１枚目本文９行目ないし５枚目），文書４９（１枚目本文５行目ない

し４枚目），文書５０，文書５１（１枚目本文６行目ないし６枚目），

文書５２（２枚目），文書５４ないし文書５６，文書５８，文書５９，

文書６０（１枚目本文８行目ないし３枚目），文書６１，文書６２，

文書６３（２枚目及び３枚目），文書６４（１枚目及び３枚目），文

書６５，文書７０ないし文書７２，文書７３（２枚目），７５（３枚
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目ないし４枚目），文書７７（１枚目本文９行目ないし１０行目），

文書７８（４枚目），文書７９，文書８０（１枚目，２枚目及び３枚

目３行目ないし９行目），文書８３（１枚目本文７行目ないし２枚目

），文書８５，文書８６（１枚目本文８行目ないし３枚目），文書８

９（２枚目及び３枚目），文書９０（１枚目本文１４行目ないし３枚

目），文書９１（１枚目本文５行目ないし２枚目），文書９２，文書

９３（７枚目８行目ないし１０枚目及び１１枚目２２行目ないし１３

枚目），文書９５（４枚目ないし８枚目），文書９６（１枚目本文１

４行目ないし２枚目），文書９７（２枚目及び３枚目），文書９８（

１枚目本文１１行目及び２枚目），文書１０３，文書１０４，文書１

０７，文書１０８（４枚目ないし８枚目），文書１１０ないし文書１

１３，文書１１４（５枚目ないし１０枚目），文書１１５（１枚目本

文１０行目ないし１４行目），文書１１６（３枚目），文書１１７（

３枚目及び４枚目），文書１２０（１枚目本文５行目ないし７行目），

文書１２２（１枚目本文１２行目ないし４枚目），文書１２３（２枚

目，３枚目及び６枚目ないし２１枚目），文書１２４（３枚目及び４

枚目），文書１２５（９枚目ないし１９枚目），文書１２６（７枚目

ないし９枚目），１２７（２枚目ないし６枚目），文書１２８，文書

１２９（２枚目及び３枚目）の不開示部分には，公にしないことを前

提とした関係国等との協議の内容に関する記述や関連文書及び関係国

に対する我が国の見解や分析等に関する情報が記載されており，公に

することにより，国の安全が害されるおそれ，関係国等との信頼関係

が損なわれるおそれがあるため，法５条３号に該当し，不開示とした。

また，これらの情報は，我が国政府部内の検討・協議に際して用いら

れるものであり，公にすることにより，政府部内の率直な意見の交換

が不当に損なわれるおそれがあるため，法５条５号に該当し，不開示

とした。 

エ 文書４３（１０枚目ないし１３枚目の上部）の不開示部分には，我

が国政府機関の非公表のＦＡＸ番号であり，公にすることにより，事

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため，法５条６号に該当

し，不開示とした。 

（４）審査請求人の主張について 

審査請求人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分につ

いては開示すべきである」として，原処分の一部取消しを求めている。

しかしながら，処分庁は，上記（３）のとおり，対象文書の不開示事由

の該当性を厳正に審査した上で原処分を行っており，審査請求人の主張

には理由がない。 

（５）結論 
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上記の論拠に基づき，外務省としては，原処分を維持することが適当

であると判断する。 

 ２ 補充理由説明書 

（１）本件諮問に係る理由説明書を以下のとおり修正する。 

ア 上記１（１）の「平成１８年」を「平成２８年」と改める。 

イ 上記１（３）ウの「文書３（２ないし４枚），文書（１枚目本文下

から６行目ないし４枚目）」を「文書３（２枚目ないし４枚目），文

書４（１枚目本文下から６行目ないし３枚目）」と改める。 

ウ 上記１（３）ウの「文書２８（本文５ないし９行目）」を文書２８

（本文５行目ないし９行目）」と改める。 

エ 上記１（３）ウの「文書３４（１枚目本文５行目ないし１４行目，

２枚目及び３枚目ないし３１枚目）」を「文書３４（１枚目本文５行

目ないし１５行目，２枚目ないし３１枚目）」と改める。 

オ 上記１（３）ウの「文書４１（１枚目本文２行目右から２文字及び

３行目ないし５行目）」を「文書４１（１枚目本文２行目右から２文

字及び３行目ないし５行目並びに２枚目ないし９枚目）」と改める。 

カ 上記１（３）ウの「文書６４（１枚目及び３枚目）」を「文書６４

（１枚目本文３行目ないし８行目及び３枚目）」と改める。 

キ 上記１（３）ウの「文書７８（４枚目）」を「文書７８（４枚目３

行目ないし１８行目）」と改める。 

ク 上記１（３）エの「文書４３（１０枚目ないし１３枚目の上部）の

不開示部分には，」を「文書４３（１０枚目ないし１３枚目の上部）

の不開示部分は，」と改める。 

（２）別紙２に掲げる各不開示部分については，改めて精査した結果，開示

可能な情報と認められることから，開示することとする。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成３０年２月１日  諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同月２３日      審議 

④ 同年１２月４日    本件対象文書の見分及び審議 

⑤ 平成３１年１月９日  諮問庁から補充理由説明書を収受 

⑥ 同年２月１８日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，別紙１に掲げる１２８文書である。 

審査請求人は，原処分の取消しを求めており，諮問庁は，上記第３の２

（２）において新たに開示することとしている部分を除く部分（以下「本
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件不開示部分」という。なお，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認さ

せたところ，諮問庁から，別紙２において新たに開示するとした部分のう

ち，文書５６に係る「２枚目本文９行目及び１１行目」との記載における

「及び」は「ないし」の誤記である旨説明があった。）について，法５条

１号，３号，５号及び６号に該当するとしてなお不開示とすべきとしてい

ることから，以下，本件対象文書の見分結果に基づき，本件不開示部分の

不開示情報該当性について検討する。 

 ２ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 

（１）外務省の電信システムに関する情報について 

本件対象文書は，いずれも外務省と各在外公館の間でやり取りされた

公電であり，これらの文書の総番号，発受信時刻，パターンコード及び

配布先一覧の各不開示部分には，外務省が使用している電信システムの

内部の処理・管理に係る情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，電信システムの暗号化方式

の秘密保全に支障が生じ，国の安全が害されるおそれ及び他国との交渉

上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の

理由があると認められるので，法５条３号に該当し，同条６号について

判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（２）外国政府及び国際機関の関係者の氏名及び肩書等について 

別紙３に掲げる不開示部分には，外国政府及び国際機関の関係者の氏

名及び肩書等が記載されていることが認められる。 

当該不開示部分は，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，

特定の個人を識別することができるものに該当する。次に，同号ただし

書イ該当性について，当審査会事務局職員をして諮問庁にその認識を確

認させたところ，諮問庁から，外務省は，外国政府及び国際機関の関係

者の氏名及び肩書については，原則として，局長級以上の者である場合

には公表慣行があるものとして扱っているが，その他の場合には不開示

としており，本件対象文書においてその氏名及び肩書を不開示としてい

る者についても，局長級以上には該当しない者であるため，不開示とし

たとの説明があった。 

上記の諮問庁の説明を踏まえると，別紙３に掲げる不開示部分に記載

されている情報については，「公にされている情報」とも「公にするこ

とが予定されている情報」であるとも判断すべき事情は認められないた

め，法５条１号ただし書イには該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当

すると認めるべき特段の事情も存しない。 

さらに，当該部分は，個人識別部分に該当すると認められることから，

法６条２項による部分開示の余地はなく，法５条１号に該当し，不開示

とすることが妥当である。 
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（３）各在外公館に対し，国際平和協力に関する各国の実態等について調査

を行うように指示を出す際に送付された資料について 

文書２，文書６，文書３０，文書４３，文書５３，文書６２，文書９

９，文書１１２，文書１１４及び文書１２８は，各在外公館に対し，国

際平和協力に関する各国の実態等について調査を行うよう指示する公電

（以下「調査訓令」という。）である。 

調査訓令の不開示部分（上記（１）及び（２）に記載の不開示部分を

除く。）について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたとこ

ろ，諮問庁から次のとおり説明があった。 

当該部分には，公にしないことを前提とした関係国等との協議の内容

に係る記述や関連文書，関係国の立場等に関する我が国の見解や分析等

に係る記載並びに過去の調査等で得られた情報を基に，各在外公館にお

ける調査の参考に資する目的で，政府部内において作成された文書が含

まれている。 

したがって，当該部分は，これを公にすると，公にしないことを前提

とした関係国等との協議の内容や関係国等の対応に関する我が国の見解

や分析等に関する情報が明らかとなり，国の安全が害されるおそれ，関

係国との信頼関係が損なわれるおそれ及び交渉上不利益を被るおそれが

あり，また，いわゆる国際平和協力に関する一般法の検討作業における

当時の我が国の政府部内の未成熟な検討内容や関心事項が明らかとなり，

将来の同種の検討作業における政府部内での自由かっ達な議論に支障を

来すおそれ又は政府部内の国際平和協力に対する考え方等について，無

用な誤解や憶測を招くなど，不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ

があり，法５条３号及び５号に該当するため，不開示とした。 

上記の諮問庁の説明を踏まえ，以下，検討する。 

ア 文書１１２（５枚目２３行目，６枚目１行目ないし２４行目，７枚

目４行目ないし２８行目，８枚目及び８２枚目ないし８４枚目）の不

開示部分には，国際平和協力に関する考え方の各国への照会に関連し

て，我が国の当時の見解等が記載されていることが認められる。 

当該部分は，これを公にすることにより，国際平和協力において想

定される様々な事態が発生した場合における我が国の関心事項等が

明らかとなり，悪意を有する相手方をして対抗措置を講ずることを

容易ならしめるなど，国の安全が害されるおそれがあると行政機関

の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５

条３号に該当し，同条５号について判断するまでもなく，不開示と

することが妥当である。 

イ 文書３０（５枚目ないし１２枚目），文書１１２（３枚目，４枚目，

５枚目（上記アに掲げる不開示部分を除く。），１２枚目ないし４１
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枚目，８０枚目及び８１枚目）及び文書１２８（３枚目ないし６枚目，

１１枚目，２２枚目ないし２４枚目及び２６枚目）の各不開示部分に

は，調査訓令における質問事項のうち，別途過去に外国政府関係者及

び国際機関等から入手した情報に関する事項が記載されていることが

認められる。 

当該部分は，これを公にすることにより，公にしないことを前提と

した関係国等との協議の内容に関する記述や関連文書が明らかとな

り，関係国との信頼関係が損なわれるおそれがあると行政機関の長

が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条３

号に該当し，同条５号について判断するまでもなく，不開示とする

ことが妥当である。 

ウ 文書６（２４枚目ないし２６枚目），文書６２（９枚目，１６枚目

ないし２１枚目，２３枚目及び２５枚目ないし２８枚目），文書１１

４（５枚目ないし１０枚目）には，調査訓令の参考資料として，国際

平和協力に関する関係国の対応及びこれに関する我が国の見解や分析

等が記載されていることが認められる。 

当該部分は，これを公にすることにより，いわゆる国際平和協力に

関する一般法についての当時の我が国における未成熟な検討内容が

明らかとなり，政府部内の当該検討内容に対する考え方等について，

無用な誤解や憶測を招くなど，不当に国民の間に混乱を生じさせる

おそれがあると認められるので，法５条５号に該当し，同条３号に

ついて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（４）各在外公館及び国際機関の担当者が外国政府及び国際機関の関係者か

ら得た回答内容等又は受領した資料について 

本件不開示部分のうち，上記（１）ないし（３）に掲げる部分を除く

部分には，各在外公館及び国際機関の担当者が外国政府及び国際機関の

関係者から得た回答内容や当該回答内容に係る情報等が記載されている

ことが認められる。 

当該部分は，これを公にすることにより，国際平和協力に関する各国

政府関係者の見解等が明らかとなり，各国との信頼関係が損なわれるお

それがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認め

られるので，法５条３号に該当し，同条５号について判断するまでもな

く，不開示とすることが妥当である。 

３ 付言 

本件は，審査請求から諮問までに約１年９か月が経過しており，「簡

易迅速な手続」による処理とはいい難く，審査請求の趣旨及び理由に照

らしても，諮問を行うまでに長期間を要するものとは考え難い。 

諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における
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処理に当たって，迅速かつ的確な対応が望まれる。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条１号，３号，

５号及び６号に該当するとして不開示とした決定については，諮問庁がな

お不開示とすべきとしている部分は，同条１号，３号及び５号に該当する

と認められるので，同条６号について判断するまでもなく，不開示とする

ことが妥当であると判断した。 

（第２部会） 

委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 
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別紙１ 

 

文書２    国際平和協力活動の派遣に関するスイスの法的枠組み及び判断

基準（調査訓令） 

文書３    国際平和協力活動の派遣に関するスイスの法的枠組み及び判断

基準 

文書４    国際平和協力活動の派遣に関するスイスの法的枠組み及び判断

基準 

文書５    国際平和協力活動の今後の進め方（派遣に関する各国制度等：

スイス追加） 

文書６    調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：派遣に関する各国制

度等） 

文書７    国際平和協力の今後の進め方（派遣に関する各国制度等：蘭回

答） 

文書８    国際平和協力の今後の進め方：派遣に関する各国制度等（オー

ストリア軍事部門：回答）（防衛情報） 

文書９    国際平和協力の今後の進め方：派遣に関する各国制度等（文民

警察に係るオーストリア回答） 

文書１０   国際平和協力の今後の進め方（派遣に関する各国制度等：デン

マーク） 

文書１１   国際平和協力の今後の進め方（派遣に関する各国制度等：フィ

ンランド回答） 

文書１２   国際平和協力の今後の進め方（派遣に関する各国制度等：スイ

ス） 

文書１３   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：派遣に関する各国制

度等：伊回答） 

文書１４   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：派遣に関する各国制

度等：ＮＺ回答期限延期） 

文書１５   国際平和協力の今後の進め方：派遣に関する各国制度等（マレ

ーシア回答） 

文書１６   国際平和協力の今後の進め方：スペイン回答） 

文書１７   国際平和協力の今後の進め方：派遣に関する各国制度（独回答） 

文書１８   国際平和協力の今後の進め方：派遣に関する各国制度等（ポー

ランド回答）（防衛情報） 

文書１９   国際平和協力の今後の進め方：派遣に関する各国制度等（オー

ストリア軍事部門：回答）（防衛情報） 

文書２０   国際平和協力の今後の進め方：派遣に関する各国制度等（加回

答） 
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文書２１   国際平和協力の今後の進め方：派遣に関する各国制度等（ポー

ランド回答，文民警察派遣実績）（防衛情報） 

文書２２   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：派遣に関する各国制

度等）（「軍事部門の要員・部隊の派遣」についてのスウェーデ

ン回答） 

文書２３   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：派遣に関する各国制

度等：露側回答）（防衛情報） 

文書２４   国際平和協力の今後の進め方（派遣に関する各国制度等：デン

マーク） 

文書２５   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：フィリピン回答） 

文書２６   国際平和協力の今後の進め方（派遣に関する各国制度等：蘭追

加回答） 

文書２７   国際平和協力の今後の進め方：スペイン回答（未回答分） 

文書２８   国際平和協力の今後の進め方（文民要員に関する追加調査：オ

ーストリア回答） 

文書２９   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：文民要員派遣に関す

る伊の制度） 

文書３０   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：停戦監視業務を行う

場合の武器使用の在り方） 

文書３１   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：停戦監視業務を行う

場合の武器使用の在り方）（印回答） 

文書３２   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：停戦監視業務を行う

場合の武器使用の在り方：フィンランド回答）（防衛情報） 

文書３３   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：停戦監視業務を行う

場合の武器使用の在り方：伊回答） 

文書３４   国際平和協力の今後の進め方（停戦監視業務を行う場合の武器

使用のあり方） 

文書３５   国際平和協力の今後の進め方：停戦監視業務を行う場合の武器

使用のあり方（スペイン回答） 

文書３６   国際平和協力の今後の進め方：停戦監視業務を行う場合の武器

使用の在り方（オーストリア回答）（防衛情報） 

文書３７   調査訓令（国際平和協力の今後の取り進め方：停戦監視業務を

行う場合の武器使用のあり方）（蘭回答） 

文書３８   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：停戦監視業務を行う

場合の武器使用の在り方：伊回答） 

文書３９   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：停戦監視業務を行う

場合の武器使用の在り方）（仏回答）（防衛情報） 

文書４０   国際平和協力の今後の進め方：停戦監視業務を行う場合の武器
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使用（調査訓令：加回答） 

文書４１   国際平和協力の今後の取り進め方（停戦監視業務を行う場合の

武器使用のあり方：デンマーク回答） 

文書４２   国際平和協力の今後の進め方（停戦監視業務を行う場合の武器

使用の在り方）（防衛情報） 

文書４３   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：文民要員に関する追

加調査） 

文書４４   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：文民要員に関する追

加調査） 

文書４５   国際平和協力の今後の進め方：文民要員に関する追加調査（ス

ペイン回答） 

文書４６   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：文民要員に関する追

加調査回答） 

文書４７   国際平和協力の今後の進め方：文民要員に関する追加調査（文

民警察：スペイン回答） 

文書４８   国際平和協力の今後の進め方（文民要員に関する追加調査：加

回答） 

文書４９   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：文民要員に関する追

加調査：デンマーク回答） 

文書５０   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：文民要員に関する追

加調査：仏追加回答） 

文書５１   国際平和協力の今後の進め方（文民要員に関する追加調査：ス

イス） 

文書５２   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：文民要員に関する追

加調査） 

文書５３   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：治安維持活動を実施

するための根拠法制） 

文書５４   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：治安維持活動を実施

するための法的根拠）（露国防省回答） 

文書５５   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：治安維持活動を実施

するための根拠法規：伊回答） 

文書５６   国際平和協力の今後の進め方（治安維持活動を実施するための

根拠法制：ポーランド回答） 

文書５７   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：治安維持活動を実施

するための根拠法制：トルコ） 

文書５８   国際平和協力の今後の進め方（治安維持活動を実施するための

根拠法則：スペイン回答） 

文書５９   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：治安維持活動を実施
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するための根拠法制：トルコ回答） 

文書６０   国際平和協力の今後の進め方（治安維持活動を実施するための

根拠法令：加回答） 

文書６１   調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：治安維持活動を実施

するための根拠法制：トルコ追加回答） 

文書６２   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等） 

文書６３   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：タイ回答） 

文書６４   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：独回答） 

文書６５   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等）（オランダ

回答） 

文書６６   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：トルコ回答） 

文書６７   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：ポーランド

回答） 

文書６８   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等）（カメルー

ン，チャド） 

文書６９   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等）（ウルグア

イ回答） 

文書７０   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：ガボン回答） 

文書７１   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：伊回答） 

文書７２   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：アルゼンチ

ン回答） 

文書７３   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：フィンラン

ド回答） 

文書７４   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等）（韓国の回

答） 

文書７５   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：ウクライナ） 

文書７６   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：ザンビア回

答） 

文書７７   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等）（豪回答） 

文書７８   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：英回答） 

文書７９   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：仏回答） 

文書８０   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：ガーナ回答） 

文書８１   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等）（ガンビア） 

文書８２   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：ノルウェー

回答） 

文書８３   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：パキスタン

回答） 

文書８４   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：露回答） 
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文書８５   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：スウェーデ

ン回答） 

文書８６   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：チェコ回答） 

文書８７   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：印回答） 

文書８８   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：ＮＺ回答） 

文書８９   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：スペイン回

答） 

文書９０   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：チェコ回答） 

文書９１   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等（米回答） 

文書９２   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：加回答） 

文書９３   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：スイス回答） 

文書９４   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：ウルグアイ

回答） 

文書９５   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等）（豪回答：

追加） 

文書９６   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：露追加回答） 

文書９７   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：ザンビア） 

文書９８   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：回答） 

文書９９   調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等） 

文書１００  調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：ナイジェリ

ア回答） 

文書１０１  調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：南ア作業状

況） 

文書１０２  調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等）（在デンマ

ーク大回答） 

文書１０３  調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：オーストリ

ア回答） 

文書１０４  調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：バングラデ

シュ回答） 

文書１０５  調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：ラトビア回

答） 

文書１０６  調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：マレーシア

回答） 

文書１０７  調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：エジプト回

答）（防衛情報） 

文書１０８  調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：比回答） 

文書１０９  調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：セネガル） 

文書１１０  調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：セネガル） 
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文書１１１  調査訓令（国際平和協力活動派遣の法的枠組み等：南ア回答） 

文書１１２  調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：国連ＰＫＯにおける

武器使用基準について） 

文書１１３  調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：国連ＰＫＯにおける

武器使用基準について）（ＰＫＯ局回答） 

文書１１４  調査訓令（国際平和協力活動：文民派遣の在り方） 

文書１１５  調査訓令（国際平和協力活動：文民派遣の在り方）（豪：取り

敢えずの回答） 

文書１１６  調査訓令（国際平和協力活動，文民派遣の在り方：フィンラン

ド回答） 

文書１１７  調査訓令（国際平和協力活動，文民派遣の在り方）（独） 

文書１１８  調査訓令（国際平和協力活動：文民派遣の在り方：加回答） 

文書１１９  調査訓令（国際平和協力活動：文民派遣の在り方）（ノルウェ

ー回答） 

文書１２０  調査訓令（国際平和協力活動：文民派遣の在り方）（米とりあ

えずの回答） 

文書１２１  調査訓令（国際平和協力活動：文民派遣の在り方：スイス回答） 

文書１２２  調査訓令（国際平和協力活動：文民派遣の在り方） 

文書１２３  調査訓令（国際平和協力活動：文民派遣の在り方）（デンマー

ク回答） 

文書１２４  調査訓令（国際平和協力活動：文民派遣の在り方）（英回答） 

文書１２５  調査訓令（国際平和協力活動：文民派遣の在り方）（豪回答） 

文書１２６  調査訓令（国際平和協力活動：文民派遣の在り方スウェーデン

回答）（防衛情報） 

文書１２７  調査訓令（国際平和協力活動：文民派遣の在り方：スイス追加

回答） 

文書１２８  調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：国連ＰＫＯにおける

武器使用） 

文書１２９  調査訓令（国際平和協力の今後の進め方：国連ＰＫＯにおける

武器使用） 
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別紙２ 諮問庁が新たに開示することとしている部分 

 

文書番号 不開示部分 

文書６ ３枚目及び８枚目 

文書１０ ３枚目 

文書１２ ５枚目本文１１行目ないし１３行目 

文書１４ 
１枚目本文３行目３語目ないし８語目及び５行目５語目ない

し１０語目 

文書２４ ３枚目 

文書２７ ３枚目本文８行目及び９行目 

文書３４ ４枚目本文２２行目及び２３行目 

文書３５ ２枚目本文４行目 

文書４３ １０枚目ないし１３枚目 

文書４５ ３枚目本文３行目 

文書４６ 
１枚目本文１６行目並びに２枚目本文４行目，６行目，９行

目及び１２行目 

文書４７ 
２枚目本文３行目，７行目，１０行目，１６行目及び２１行

目 

文書４８ 
２枚目本文１７行目，２４行目及び２７行目並びに３枚目本

文５行目，９行目及び１４行目 

文書４９ 
２枚目本文６行目，９行目，１１行目，１３行目，１５行目

及び１８行目 

文書５６ ２枚目本文９行目ないし１１行目 

文書５８ １枚目本文５行目 

文書６０ ３枚目本文９行目ないし１１行目 

文書６２ 
２６枚目表の２段目及び６段目並びに２７枚目表の上から３

段目及び４段目 

文書６３ ３枚目本文３行目ないし９行目 

文書７７ １枚目本文３行目８語目 

文書８６ １枚目本文８行目ないし１０行目 

文書９０ ２枚目本文５行目１文字目ないし３文字目 

文書９１ ２枚目本文１０行目ないし１５行目 

文書９５ １枚目本文３行目２語目 

文書１１２ 

３枚目１９行目及び２０行目，４枚目１９行目９文字目以

降，２０行目及び２１行目，６枚目２５行目ないし２７行目

並びに７枚目１行目ないし３行目 

文書１１３ ４枚目１行目ないし３行目及び８行目ないし１６行目，５枚
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目２行目８語目ないし８行目及び１５行目ないし２０行目，

６枚目１行目ないし５行目並びに７枚目９行目ないし１５行

目，１６行目１語目及び２５行目１語目 

 

※ 文書５６に係る「不開示部分」欄の記載は，本文第５の１の諮問庁の説明

を踏まえ，当審査会事務局において修正した。 
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別紙３ 外国政府及び国際機関の関係者の氏名及び肩書等が記載されている不

開示部分 

 

文書番号 不開示部分 

文書３ １枚目本文２行目及び３行目 

文書４ １枚目本文２行目及び３行目 

文書５ １枚目本文２行目ないし４行目，６行目及び７行目 

文書７ １枚目本文２行目及び３行目 

文書９ １枚目本文２行目 

文書１０ １枚目本文２行目 

文書１１ １枚目本文２行目ないし４行目 

文書１４ １枚目本文２行目ないし５行目 

文書１９ １枚目本文３行目 

文書２０ 
２枚目本文８行目及び９行目，３枚目本文１５行目並びに４枚

目本文１３行目及び１４行目 

文書２２ １枚目本文４行目ないし６行目 

文書２４ １枚目本文２行目ないし５行目 

文書２８ １枚目本文２行目 

文書２９ １枚目本文２行目及び３行目 

文書３２ 
１枚目本文２行目及び３行目並びに３枚目本文２行目，３行目

及び５行目 

文書３４ １枚目本文２行目 

文書３５ １枚目本文２行目 

文書３６ １枚目本文２行目 

文書３７ １枚目本文３行目ないし５行目 

文書３８ １枚目本文２行目 

文書３９ １枚目本文２行目ないし５行目 

文書４０ １枚目本文４行目 

文書４１ 
１枚目本文２行目（ただし，同行右から１文字目及び２文字目

を除く。）及び６行目 

文書４４ １枚目本文２行目及び３行目 

文書４５ １枚目本文２行目 

文書４６ １枚目本文２行目及び３行目 

文書４８ １枚目本文３行目ないし５行目 

文書４９ １枚目本文２行目 

文書５１ １枚目本文２行目及び３行目 

文書５２ １枚目本文２行目 
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文書６０ １枚目本文２行目ないし５行目 

文書６３ １枚目本文２行目及び３行目 

文書６４ １枚目本文２行目 

文書６６ １枚目本文２行目及び３行目 

文書７３ １枚目本文２行目 

文書７４ １枚目本文２行目及び３行目 

文書７５ １枚目本文３行目ないし５行目 

文書７７ １枚目本文２行目及び３行目 

文書７８ ４枚目本文１行目及び２行目 

文書８０ ３枚目本文２３行目ないし２５行目 

文書８１ １枚目本文２行目 

文書８２ １枚目本文２行目及び３行目 

文書８３ １枚目本文２行目及び３行目 

文書８６ １枚目本文２行目及び３行目 

文書８７ １枚目本文４行目及び５行目 

文書８８ １枚目本文２行目 

文書８９ １枚目本文２行目及び３行目 

文書９０ １枚目本文２行目及び３行目 

文書９１ １枚目本文２行目及び３行目 

文書９３ 
１枚目本文２行目，７枚目４行目及び１１枚目４行目ないし６

行目 

文書９４ １枚目本文２行目及び３行目 

文書９５ １枚目本文２行目及び３行目 

文書９６ １枚目本文２行目 

文書９７ １枚目本文３行目 

文書９８ １枚目本文２行目及び３行目 

文書１０２ １枚目本文２行目 

文書１０５ １枚目本文３行目 

文書１０８ １枚目本文２行目及び３行目 

文書１１４ ２枚目２４行目及び２５行目 

文書１１５ １枚目本文２行目及び３行目 

文書１１６ １枚目本文２行目ないし５行目，１４行目及び１５行目 

文書１１７ １枚目本文２行目ないし４行目 

文書１２０ １枚目本文２行目及び３行目 

文書１２１ １枚目本文２行目及び３行目 

文書１２２ １枚目本文４行目ないし７行目 

文書１２３ １枚目本文２行目 
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文書１２４ １枚目本文２行目ないし４行目 

文書１２５ １枚目本文２行目 

文書１２６ １枚目本文２行目及び３行目 

文書１２７ １枚目本文２行目及び３行目 

文書１２９ １枚目本文３行目 

 

 


